
匡工国
三
に
つ
い
て

一
及
び
二
に
つ
い
て

な
解
釈
が
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

お
尋
ね
の
「
質
問
通
告
が
政
府
に
届
い
て
い
た
か
否
か
」
及
び
「
質
問
通
告
が
政
府
に
届
い
た
時
刻
」
に
つ
い
て
は
様
々

お
尋
ね
の
「
質
問
通
告
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
い
て
御
議
論
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
、
政
府
と
し

部長 読き
込
み
の
真
偽
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

参
議
院
議
員
浜
田
聡
君
提
出
衆
議
院
本
会
議
前
夜
午
後
十
一
時
に
質
問
通
告
が
出
て
い
な
か
っ
た
旨
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
書
＆

■■■■■■

ぐ

氏

ｆ
ｌ
Ｊ
Ｉ
刊

乗
越
参
事
官

吉
岡
事
務
官
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床寶藺請書お麺画 参 ’’ 浜田聡 議員

歴垂図
正式転送

内閣官房内閣総務官室へ

閣議資料等を提出

閣議に付議

(閣議決定後国会へ提出）

2月15日 （月）

2月17日 （水）

［答弁 2月19日 （金）

※正式転送があるまでは提出者等との接触厳禁！ （政府部内限り）
葱

く



質
問
第
一
一
号

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提
出
す
る
。

衆
議
院
本
会
議
前
夜
午
後
十
一
時
に
質
問
通
告
が
出
て
い
な
か
っ
た
旨
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
書
き

込
み
の
真
偽
に
関
す
る
質
問
主
意
書

令
和
三
年
二
月
九
日

参
議
院
議
長
山
東
昭
子
殿

（

、

〔
⑲浜

田

聡

州堯馴‘
､
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内穐，厚⑪⑥
一
一
一 絶

そ
の
後
問
も
な
く
し
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。

ﾉ
’
一
二
前
記
一
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
令
和
三
年
一
月
一
千
九
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
質
問
に
立

０

辱.→閃
一

(吹川

を
進
め
る
上
で
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
、
あ
え
て
書
き
込
み
の
真
偽
等
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

員
か
ら
出
て
お
ら
ず
、
全
省
庁
省
内
待
機
と
な
っ
て
い
る
が
、
業
務
合
理
化
と
は
到
底
掛
け
離
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
議
員

三
い
わ
ゆ
る
霞
が
関
の
働
き
方
改
革
が
い
わ
れ
る
中
、
本
会
議
や
委
員
会
等
の
質
問
通
告
は
、
官
僚
が
深
夜
・
早
朝
ま
で
答

に
対
し
て
注
意
や
処
分
は
下
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
旨
の
河
野
大
臣
宛
の
書
き
込
み
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
書
き
込
み
は
、

一
令
和
三
年
一
月
一
千
八
日
の
午
後
十
一
時
の
時
点
で
、
翌
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
質
問
に
立
つ
予
定
の
議
員
全
員
か
ら
質

令
和
三
年
一
月
一
千
八
日
の
午
後
十
一
時
に
、
Ｔ
Ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
上
で
、
翌
日
の
衆
議
院
本
会
議
の
質
問
通
告
が
一
部
の
議

問
通
告
が
政
府
に
届
い
て
い
た
か
否
か
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
か
、
伺
い
た
い
。

こ
の
よ
う
な
匿
名
の
書
き
込
み
を
扱
う
こ
と
に
関
し
て
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
と
考
え
る
。
し
か
し
、
霞
が
関
の
働
き
方
改
革
１

つ
予
定
の
議
員
全
員
か
ら
全
て
の
質
問
通
告
が
政
府
に
届
い
た
時
刻
は
何
時
か
、
伺
い
た
い
。

衆
議
院
本
会
議
前
夜
午
後
十
一
時
に
質
問
通
告
が
出
て
い
な
か
っ
た
旨
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
書
き
込
み
の
真
偽
に
関

す
る
質
問
主
意
書

〆

ぐ

く



第
二
項
の
規
定
に
従
い
答
弁
を
延
期
し
た
上
で
、
転
送
か
ら
二
十
一
日
以
内
に
は
答
弁
さ
れ
た
い
。

な
お
、
答
弁
書
作
成
に
か
か
る
官
僚
の
負
担
に
鑑
み
、
転
送
か
ら
七
日
以
内
で
の
答
弁
は
求
め
な
い
。
国
会
法
第
七
十
五
条

解
を
伺
い
た
い
。

弁
の
準
備
に
追
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
早
め
に
行
う
こ
と
が
国
会
議
員
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
働
き
方
改
革

の
一
環
と
し
て
、
少
な
く
と
も
前
日
の
夜
遅
く
に
質
問
通
告
を
行
う
よ
う
な
慣
行
は
改
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見

右
質
問
す
る
。

く

《
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参議院議員浜田聡君提出衆議院本会議前夜午後十一時に質問通告が出ていなか

った旨のSNS上の書き込みの真偽に関する質問主意書参考資料集

目次

【用例】・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1

･「様々な解釈があり得ることから、一概にお答えすることは困難である｡」
、

.「国会において御膿瞼いただきたいと考えており、お尋ねについて政府として

お答えすることは差し控えたい」

く

く



用例集

○問一及び二について

「様々な解釈があり得ることから、一概にお答えすることは困難である｡」を引

用している用例

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省についての各マスコミ報道に対する同省の対応

ぶりの相違に係る説明等に関する再質問に対する答弁害（平成21年2月6日閣

議決定衆171-62）

（答弁）

一及び三について

御指摘の「影響」及び「外務省という組織並びに、現在、過去を問わず、同

省に勤務し、同省に関わった職員の名誉、尊厳」には様々な解釈があり得るこ

とから、一概にお答えすることは困難である。

く

（質問）

－外務省は、「上杉論文」における②が週刊朝日という媒体により広く世間一般

で読まれたことは、同省にどの様な影響を及ぼしたと認識しているか。右は、

外務省という組織並びに、現在、過去を問わず、同省に勤務し、同省に関わっ

た職員の名誉、尊厳を傷つけるものであったと認識しているか。

外務省は、 「佐藤氏の指摘」が月刊現代等の媒体により広く世間一般で読まれ

たことは、同省にどの様な影響を及ぼしたと認識しているか。右は、外務省と

いう組織並びに、現在、過去を問わず、同省に勤務し、同省に関わった職員の

名誉、尊厳を傷つけるものであったと認識しているか。

三

《

○問三について

「国会において御議論いただきたいと考えており、お尋ねについて政府として

お答えすることは差し控えたい」を引用している用例

衆議院議員井坂信彦君提出厚生労働省再編案に関する質問に対する答弁書（平成

28年6月2日閣議決定衆190-295）

（答弁）

一の（二）について

1



お尋ねの「正常な質問通告の仕方」については、国会において御議論いただ

きたいと考えており、お尋ねについて政府としてお答えすることは差し控えた

い。

（質問）

一五月十三日の衆議院厚生労働委員会で塩崎大臣は、「深夜の質問通告とか、概

要のみの質問通告とか、ツイッターで探さないと質問項目が立てられないとか、

こういう異常な質問の通告の仕方というものも考えてもらわないといけませ

んし、大臣の答弁以外は一切認められないというのも、ほかの委員会にはない、

少し変わった風習」と発言している。

（－） 厚生労働省の業務量が多い原因の一つとして、「国会審議における質問

通告の在り方」が挙げられることは、政府の見解として理解しても良いの

か。

（二） 塩崎大臣は、 「異常な質問通告の仕方」という批判的な表現をしている

蓮

が、政府の考える「正常な質問通告の仕方」とは、どのようなものか。

く

2



三
に
つ
い
て

一
及
び
二
に
つ
い
て

な
解
釈
が
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

お
尋
ね
の
「
質
問
通
告
が
政
府
に
届
い
て
い
た
か
否
か
」
及
び
「
質
問
通
告
が
政
府
に
届
い
た
時
刻
」
に
つ
い
て
は
様
々

お
尋
ね
の
「
質
問
通
告
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
い
て
御
議
論
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
、
政
府
と
し

き
込
み
の
真
偽
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

参
議
院
議
員
浜
田
聡
君
提
出
衆
議
院
本
会
議
前
夜
午
後
十
一
時
に
質
問
通
告
が
出
て
い
な
か
っ
た
旨
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
書

▼
６

で

皇

■

乗

賎

慈
蕊
官
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質
問
第
二
号

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提
出
す
る
。

衆
議
院
本
会
議
前
夜
午
後
十
一
時
に
質
問
通
告
が
出
て
い
な
か
っ
た
旨
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
書
き

込
み
の
真
偽
に
関
す
る
質
問
主
意
書

令
和
三
年
二
月
九
日

ｐ
８参

議
院
議
長
山
東
昭
子
殿

ぐ

く
浜
田
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を
進
め
る
上
で
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
、
あ
え
て
書
き
込
み
の
真
偽
等
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

員
か
ら
出
て
お
ら
ず
、
全
省
庁
省
内
待
機
と
な
っ
て
い
る
が
、
業
務
合
理
化
と
は
到
底
掛
け
離
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
議
員

に
対
し
て
注
意
や
処
分
は
下
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
旨
の
河
野
大
臣
宛
の
書
き
込
み
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
書
き
込
み
は
、

そ
の
後
間
も
な
く
し
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。

三
い
わ
ゆ
る
霞
が
関
の
働
き
方
改
革
が
い
わ
れ
る
中
、
本
会
議
や
委
員
会
等
の
質
問
通
告
は
、
官
僚
が
深
夜
・
早
朝
ま
で
答

二
前
記
一
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
令
和
三
年
一
月
二
十
九
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
質
問
に
立

一
令
和
三
年
一
月
二
十
八
日
の
午
後
十
一
時
の
時
点
で
、
翌
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
質
問
に
立
つ
予
定
の
議
員
全
員
か
ら
質

令
和
三
年
一
月
二
十
八
日
の
午
後
十
一
時
に
、
Ｔ
Ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
上
で
、
翌
日
の
衆
議
院
本
会
議
の
質
問
通
告
が
一
部
の
議

問
通
告
が
政
府
に
届
い
て
い
た
か
否
か
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
か
、
伺
い
た
い
。

こ
の
よ
う
な
匿
名
の
書
き
込
み
を
扱
う
こ
と
に
関
し
て
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
と
考
え
る
。
し
か
し
、
霞
が
関
の
働
き
方
改
革
１

つ
予
定
の
議
員
全
員
か
ら
全
て
の
質
問
通
告
が
政
府
に
届
い
た
時
刻
は
何
時
か
、
伺
い
た
い
。

衆
議
院
本
会
議
前
夜
午
後
十
一
時
に
質
問
通
告
が
出
て
い
な
か
っ
た
旨
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
書
き
込
み
の
真
偽
に
関

す
る
質
問
主
意
書

Ｇ
８

ぐ

く

０
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第
二
項
の
規
定
に
従
い
答
弁
を
延
期
し
た
上
で
、
転
送
か
ら
一
手
一
日
以
内
に
は
答
弁
さ
れ
た
い
。

解
を
伺
い
た
い
。

な
お
、
答
弁
書
作
成
に
か
か
る
官
僚
の
負
担
に
鑑
み
、
転
送
か
ら
七
日
以
内
で
の
答
弁
は
求
め
な
い
。
国
会
法
第
七
十
五
条

弁
の
準
備
に
追
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
早
め
に
行
う
こ
と
が
国
会
議
員
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
働
き
方
改
革

の
一
環
と
し
て
、
少
な
く
と
も
前
日
の
夜
遅
く
に
質
問
通
告
を
行
う
よ
う
な
慣
行
は
改
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見

右
質
問
す
る
。

ｇ
《
Ｂ
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